
議案番号 件　　　名 議決結果

議
　
　
　
　
案

第１号 龍ケ崎市税条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第２号 龍ケ崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 賛成多数で可決

第３号 龍ケ崎市介護保険条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第４号 龍ケ崎市学校給食センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第５号 龍ケ崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に
ついて 全員賛成で可決

第６号 龍ケ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第７号 常磐線龍ケ崎市・牛久間（仮称）清庵橋新設工事の施行に係る協定の締結について 全員賛成で可決

第８号 令和５年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第２号） 全員賛成で可決

第９号 龍ケ崎市農業委員会委員の任命について 全員賛成で同意

第10号 龍ケ崎市農業委員会委員の任命について 全員賛成で同意

第11号 龍ケ崎市農業委員会委員の任命について 全員賛成で同意

第12号 龍ケ崎市農業委員会委員の任命について 全員賛成で同意

第13号 龍ケ崎市農業委員会委員の任命について 全員賛成で同意

第14号 龍ケ崎市農業委員会委員の任命について 全員賛成で同意

第15号 龍ケ崎市農業委員会委員の任命について 全員賛成で同意

第16号 龍ケ崎市農業委員会委員の任命について 全員賛成で同意

第17号 龍ケ崎市農業委員会委員の任命について 全員賛成で同意

第18号 龍ケ崎市農業委員会委員の任命について 全員賛成で同意

第19号 令和５年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第３号） 全員賛成で可決

報
　
　
　
　
告

第１号 専決処分の承認を求めることについて
（龍ケ崎市税条例の一部を改正する条例について） 全員賛成で承認

第２号 専決処分の承認を求めることについて
（龍ケ崎市都市計画税条例の一部を改正する条例について） 全員賛成で承認

第３号 専決処分の承認を求めることについて
（令和４年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第１０号）） 全員賛成で承認

第４号 専決処分の承認を求めることについて
（令和５年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第１号）） 全員賛成で承認

第５号 専決処分の承認を求めることについて（和解に関することについて）
[公用車が駐車中の普通乗用車に接触した事故 ] 全員賛成で承認

市議会だより 206号（４）

結 果議 決
令和５年第２回定例会 （会期：６月16日～６月 30日（15日間））

※賛否が分かれた議案等（　　　　部分）に対する議員の態度については、次ページに掲載しています
※報告第７号～報告第 10号は、地方自治法施行令で義務付けられている繰越計算書の報告であるため採決は行いません



（５）市議会だより 206 号

※採決の結果、賛否が分かれた議案等を掲載しています
※議長（油原議員）は採決に加わりません 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○＝賛成　×＝反対　
　　　　　　　　　　　　　　　　

議案
番号

議決
結果

賛否数 議員名及び賛否の別

賛
成

反
対

金
剛
寺

伊
藤

櫻
井

村
井

札
野

大
野
（
み
）

久
米
原

山
宮

石
嶋

山
村

加
藤

岡
部

山
﨑

後
藤
（
光
）

椎
塚

油
原

大
竹

後
藤
（
敦
）

杉
野

寺
田

鴻
巣

大
野
（
誠
）
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賛否　　　　　　　 　　　 議員の態度が分かれた議案等に対する

委員会　審査報告
▼
総
務
委
員
会

▼
都
市
経
済
委
員
会

▼
文
教
福
祉
委
員
会

※　第２回定例会においては、議案等の審査が３つの常任委員会（総務、文教福祉、都市経済）に付託され、慎
　重に審査が行われました。その審査内容の一部について、掲載しています。

　

議
案
第
８
号　

令
和
５
年
度
龍

ケ
崎
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
、
委
員

よ
り
質
疑
が
あ
っ
た
後
、
採
決
の
結

果
、
全
員
賛
成
で
採
択
と
す
る
こ
と

に
決
し
ま
し
た
。

委
員　

プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券

に
つ
い
て
、
前
回
、
外
れ
た
方
が
千

数
百
名
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
た
が
、
今
回
、
応
募
し
て

い
た
だ
い
た
場
合
に
優
先
的
に
そ

の
方
々
に
販
売
す
る
こ
と
が
シ
ス

テ
ム
と
し
て
で
き
る
か
伺
い
ま
す
。

商
工
観
光
課
長　

シ
ス
テ
ム
と
し

て
は
、
可
能
と
考
え
ま
す
。

　

た
だ
、
応
募
さ
れ
た
全
て
の
方
を

公
平
に
抽
選
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
の
で
、
前
回
外
れ
た
方
を
優
先
す

る
こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
考
え
て
お

り
ま
せ
ん
。

委
員　

農
業
者
等
原
油
価
格
・
物
価

高
騰
対
策
事
業
に
つ
い
て
、
個
人
農

業
者
へ
３
万
円
、
法
人
農
業
者
へ
６

万
円
の
補
助
金
で
す
が
、
金
額
を

も
う
少
し
出
し
て
い
た
だ
き
た
い

で
す
。
今
回
、
肥
料
や
除
草
剤
も
値

上
が
り
し
て
い
る
と
聞
き
ま
す
し
、

こ
の
ま
ま
だ
と
、
農
業
者
が
い
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
っ
た
こ
と

も
配
慮
し
て
欲
し
い
で
す
。

　

議
案
第
１
号　

龍
ケ
崎
市
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て
、
委
員
よ
り
質
疑
が
あ
っ
た

後
、
採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
で
採

択
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

委
員　

来
年
か
ら
、
森
林
環
境
税
が

始
ま
り
ま
す
が
、
以
前
か
ら
県
独
自

の
森
林
湖
沼
環
境
税
が
引
か
れ
て

い
ま
す
け
ど
、
県
の
税
に
新
た
に
加

算
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

税
務
課
長　

森
林
環
境
税
は
国
税

な
の
で
、
あ
く
ま
で
も
市
県
民
税
と

は
別
の
扱
い
に
な
り
ま
す
。
森
林
湖

沼
環
境
税
と
し
て
は
茨
城
県
が
千

円
を
課
税
し
て
お
り
、
そ
れ
と
は
別

に
森
林
環
境
税
と
し
て
新
た
に
令

和
６
年
度
か
ら
千
円
を
課
税
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

委
員　

第
81
条
の
種
別
割
の
税
率

に
つ
い
て
、
今
、
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー

ド
が
流
行
っ
て
い
ま
す
が
、
小
さ
い

も
の
は
ど
う
い
う
部
類
に
な
り
ま

す
か
。

税
務
課
長　

今
回
制
定
さ
れ
る
特

定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
に
つ
い

て
は
、
時
速
20
キ
ロ
以
下
で
あ
る
と

か
、
16
歳
以
上
で
な
い
と
運
転
で
き

な
い
等
の
規
定
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
の
規
定
に
よ
っ

て
変
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

議
案
第
２
号　

龍
ケ
崎
市
国
民

健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て
、
委
員
よ
り
質

疑
が
あ
っ
た
後
、
採
決
の
結
果
、
賛

成
多
数
で
採
択
と
す
る
こ
と
に
決

し
ま
し
た
。

委
員　

今
回
の
保
険
税
の
限
度
額

の
引
き
上
げ
に
よ
っ
て
、
加
入
者
に

ど
れ
だ
け
の
影
響
が
出
ま
す
か
。

保
険
年
金
課
長　

税
率
改
正
で
す

と
加
入
者
全
員
に
影
響
が
出
ま
す

が
、
今
回
の
限
度
額
の
引
き
上
げ

は
、
ご
く
一
部
の
上
位
所
得
者
に
、

影
響
は
留
ま
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

議
案
第
８
号　

令
和
５
年
度
龍

ケ
崎
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
、
委
員

よ
り
質
疑
が
あ
っ
た
後
、
採
決
の
結

果
、
全
員
賛
成
で
採
択
と
す
る
こ
と

に
決
し
ま
し
た
。

委
員　

保
育
施
設
原
油
価
格
・
物
価

高
騰
対
策
事
業
に
つ
い
て
、
具
体
的

な
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

保
育
課
長　

原
油
価
格
及
び
物
価

高
騰
を
踏
ま
え
、
市
内
の
保
育
施
設

に
お
い
て
、
従
前
通
り
栄
養
バ
ラ
ン

ス
や
量
を
保
っ
た
給
食
等
を
提
供

す
る
と
と
も
に
、
保
護
者
の
負
担
軽

減
を
目
的
に
補
助
す
る
も
の
で
す
。


